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岩手山の噴火警戒レベルが１に引き下げられた際の対応について 

R8.6 岩手県防災課  

１ 対応案 

噴火警戒レベル１の場合、岩手山火山避難計画においては、「状況に応じて火口内への立入規制等」を行うこととしている。今回の火 

山活動の状況を踏まえ、噴火警戒レベルが１に引き下げられた場合は、次のように対応する。 

① 岩手山西側のうち、大地獄谷中心部から半径 300 メートルの範囲は、火山活動が比較的活発であり、噴気や火山ガスが噴出する可 

能性が残るため、接続する登山道を含めて立入規制区域（立入禁止）とする。なお、七滝登山道上にある観光スポットの「七滝」ま 

では入山可能とする。 

② 岩手山西側のうち、大地獄谷から離れており開放可能な登山道は、開放に向けた整備を行う。ただし、令和６年 10 月２日後の噴火

警戒レベル引上げ後、２年近く入山規制を行ってきたことから、確認・整備作業に時間を要するため、警戒レベルの引下げ後も、整備

期間中は登山道を封鎖する。開放時期は、整備作業の進捗を踏まえて関係市町と協議し、決定するが、噴火警戒レベルの引下げ時期

によっては、今シーズンは西側全体の入山規制を継続することも検討する。 

【エリア区分及び今シーズンの時期ごとの規制態様】 

エリア 
７月１日     警戒レベル引下げ   西側登山道整備後 

          （２→１） 

東側 

（資料３に対応） 

（４登山口～山頂） 

入山規制 規制緩和 規制なし 規制なし 

西側・大地獄谷周辺関連区域 

（１①に対応） 

（七滝～大地獄谷分岐～お花畑～９合

目避難小屋手前・平笠不動避難小屋） 

入山規制 入山規制 入山規制 入山規制 

西側・大地獄谷周辺関連区域以外 

（１②に対応） 

（松川・網張登山口～黒倉山～鬼が城

～鬼が城分岐・七滝登山口～七滝） 

入山規制 入山規制 

登山道整備・ 

看板設置のため 

コース封鎖 

規制なし 

資料２ 
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  【大地獄谷中心部から半径 300 メートルの範囲】（○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大地獄谷 



3 
 

【通行区分図】 

７月１日からレベル１引下げ後の西側登山道安全確認まで 
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レベル１引下げ後の西側登山道安全確認以降 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

立入可    

立入不可  

大地獄谷 
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７月１日から西側登山道安全確認までの看板設置場所（○）案 

【看板設置場所】 

・各登山口７箇所 

・お花畑東口、鬼が城東口、平笠 

※当初予定と同じ 
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西側登山道安全確認後の看板設置場所（○）案 

【看板設置場所】 

・各登山口７箇所 

・お花畑東口、切通、平笠、七滝 
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７月１日～警戒レベル引き下げまで（当初の予定通り） 

看板レイアウト①（東側登山口）                看板レイアウト②（西側登山口） 
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看板レイアウト③（お花畑東口、鬼が城東口、平笠） 
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警戒レベル引き下げ～西側登山道安全確認まで  

※既に看板を作成しており、差し替え困難な場合はレベル１引き下げに読み替える依頼文等を追加貼り付け 

看板レイアウト案①（東側登山口）                看板レイアウト案②（西側登山口） 
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看板レイアウト案③（お花畑東口、鬼が城東口、平笠） 
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西側登山道安全確認後以降 

看板レイアウト案①（各登山口）                看板レイアウト案②（お花畑東口、切通、平笠、七滝） 
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登山届案（西側登山道安全確認後以降） 

 

 

 

 

登山者の皆さんへ 
 

 岩手山は、現在も火山活動が継続しており、入山する際には十分な注意が必要

です。 

次の注意事項を遵守して、立入りが認められたコースのみを通行してください。

また、自治体等からの避難指示があった際には、速やかに下山してください。 

 

（ 注 意 事 項 ） 

※ 携帯ラジオや携帯電話を携行し、常に情報収集してください。 

※ 緊急時には、関係市町から「緊急速報メール」が届きますので、携帯電話を確認 

してください。 

※ 登山道以外への立入りは認めません。 

※ 立入りが規制されている場所に立ち入った場合、違反者は罰せられることがあ

ります。 

                                                         
切 り 取 り 線 

-------------------------------------------------------------------------------- 

連絡先 

盛岡西警察署 019-645-0110  八幡平市 0195-74-2111 

岩手警察署  0195-62-0110  滝沢市  019-684-2111 

                        雫石町  019-692-2111 

表 

登山時には登山者カードを、下山時には下山カードを 

各自記入の上、登山箱に投函してください 

 

 

 

 

 

 

 

 

切 り 取 り 線 

-------------------------------------------------------------------------------- 

登山口（該当登山口にレ点チェック） 下山口（該当下山口にレ点チェック）

下山予定日時

□ 午　前 □ 焼走り □ 御神坂 □ 七滝 □ 午　前 □ 焼走り □ 御神坂 □ 七滝

□ 上坊 □ 網張 □ 上坊 □ 網張

□ 午　後 □ 馬返し □ 松川 □ 午　後 □ 馬返し □ 松川

連絡先 － －

連絡先 － －

登山者合計　　　　　名

□ ラジオ 　　－ －

□ その他 （ ）

：

登山者カード

携　帯　品
そ の 他 の 連 絡 機 器

⇒

登山日程
コース
時　間

氏　名

住　所

氏　　名
（代表者）

登山開始日時

：

月　　　日

携　　帯　　電　　話

月　　　日

登山者名簿

緊急時
連絡先

氏　名

住　所

続　柄

下山カード 

下山月日を記入し下山場所の登山箱に投函してください 

下山月日    月   日  

代表者氏名 

裏 


